
  君津中央病院企業団の人事行政運営における公正・透明性を確保するため、「地方公

務員法」及び「君津中央病院企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基

づき、令和４年度における人事行政の運営状況の概要を次のとおり公表します。 

 

１．職員の任免及び職員数に関する状況 

（１） 職員の採用の状況（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

区    分 人 数 

医師職 ３１ 

看護師職 ６０ 

医療技術職 ８ 

一般行政職 ２ 

労務職 １ 

教務職 ０ 

その他（看護助手等） １ 

合    計 １０３ 

 

（２） 職員の退職の状況（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

区    分 人 数（計） うち定年 うち定年以外 

医師職 ３３ ２ ３１ 

看護師職 ４５ １４ ３１ 

医療技術職 ９ ６ ３ 

一般行政職 ３ ０ ３ 

労務職 ２ ０ ２ 

教務職 ０ ０ ０ 

その他（看護助手等） ３ １ ２ 

合    計 ９５ ２３ ７２ 

（注）医師職の採用及び退職の主な事由は、県内外の公的医療機関間の勤務異動による

ものです。 

（３） 職種別の職員数（令和５年３月３１日現在）         （単位：人） 

区    分 
君津中央病院 

（本 院） 

君津中央病院 

大佐和分院 

（分 院） 

君津中央病院 

附属看護学校 

（学 校） 

医師職 １２１ ５ ０ 

看護師職 ６３１ １６ ０ 

医療技術職 １９６ ９ ０ 

一般行政職 ６５ ２ ２ 

労務職 ５ １ ０ 

教務職 ０ ０ １５ 

その他（看護助手等） ２０ ０ ０ 

合    計 １,０３８ ３３ １７ 

 



２．職員の給与の状況 

（１） 職員給与費                         （単位：千円） 

区    分 本  院 分  院 学  校 

給料 ３,７５１,３８１ １５６,５１９ ６２,４７８ 

諸手当 ２,２９９,１８２ ８７,７０１ １４,３６１ 

期末勤勉手当 １,４５５,１２０ ６１,８５６ ２４,３６０ 

合    計 ７,５０５,６８３ ３０６,０７６ １０１,１９９ 

（注）令和４年度決算によるもので、退職手当は含みません。  

 

（２） 職種別の平均給料等（令和４年４月１日現在） 

区    分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

医師職 ４７７,９９３円 １,２０７,２３８円 ４５歳１月 

看護師職 ２７８,８９７円 ３７９,８１５円 ３６歳３月 

医療技術職 ２７９,９０６円 ３７２,３７８円 ３７歳３月 

一般行政職 ２９０,７９１円 ３８０,９７６円 ３８歳１０月 

労務職 ３１３,１００円 ４８６,９４６円 ４４歳２月 

教務職 ３３２,２２９円 ４１１,２４６円 ４８歳４月 

その他（看護助手等） ２３９,２７７円 ２９３,６２８円 ４０歳１０月 

全  職  種 ３０３,３６２円 ４７５,１４８円 ３７歳１１月 

（注）「給料」は基本給で、「給与」は、給料に扶養手当、地域手当、通勤手当等の  

諸手当（期末勤勉手当・退職手当を除く）を合計したものです。  

 

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１） 勤務時間（標準的なもの）（令和４年４月１日現在） 

１週間の 

勤務時間 
勤務時間 休憩時間 

３８時間４５分 ８時３０分～１７時１５分 １２時００分～１３時００分 

 

（２） 年次有給休暇の取得状況（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

総付与日数（A） 総取得日数（B） 対象職員数（C） 
平均取得日数 

（B／C） 
消化率（B／A） 

１９,６００日 １１,０７０日 ９８０人 １１.３日 ５６.５％ 

（注）対象職員数とは、上記の全期間を在職した職員です（当該期間の中途の採用、 

退職、育児休業等取得者は除いています）。 

 



（３） 育児休業及び部分休業の取得状況（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

（単位：人） 

区   分 育児休業取得者 

 

部分休業取得者 うち前年度か

らの取得者 

男性職員 ７  ０  １  

女性職員 ６４  ３３  ７  

合    計 ７１  ３３  ８  

 

（４） 介護休暇の取得状況（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）（単位：人） 

区   分 介護休暇取得者 

 

うち前年度か

らの取得者 

男性職員 ０  ０  

女性職員 １  ０  

合    計 １  ０  

 

４．職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１） 分限処分者数（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）     （単位：人） 

区     分 降任 免職 休職 降給 合計 

勤務成績が良くない場合 ０  ０  ０  ０  ０  

心身の故障の場合 ０  ０  １４  ０  １４  

職に必要な適格性を欠く場合 ０  ０  ０  ０  ０  

職制、定数の改廃、予算の減少により

廃職、過員を生じた場合 
０  ０  ０  ０  ０  

刑事事件に関し起訴された場合  ０  ０  ０  ０  ０  

合      計 ０  ０  １４  ０  １４  

 

（２） 懲戒処分者数（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）     （単位：人） 

区     分 戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合 ０  ０  ０  ０  ０  

職務上の義務に違反し又は職務を怠

った場合 
０  ０  ０  ０  ０  

全体の奉仕者たるにふさわしくない

非行のあった場合 
１  ０  ０  ０  １  

合      計 １  ０  ０  ０  １  

 



５．職員の服務の状況 

地方公務員法第３０条には、服務の根本基準として、「すべての職員は、全体の奉仕者と

して公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念

しなければならない。」と定められています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、

職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る

義務、職務に専念する義務、営利企業等の従事制限等、服務上の強い制約を課しています。 

 

６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

（１） 職員の研修 

職員の職務遂行能力の向上及び各職種における専門的な医療技術を習得することを目的

に、各職種における職能団体等主催の研修会に参加し、研鑚を図っています。  

また、院内での各種研修会も開催しています。  

 

（２） 勤務成績の評定 

職員の勤務状況について、所属長が部下の行動や能力等を評定し、昇任、昇格、昇給等の

決定に活用しています。 

 

７．職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１） 職員の福利厚生制度 

千葉県市町村職員共済組合及び千葉県市町村職員互助会に加入しており、共済組合では、

職員とその家族の病気・けが・出産・死亡等に対して給付を行う「短期給付事業」、退職・

障害・死亡に対して年金の給付を行う「長期給付事業」及び健康の保持増進を行う「福祉事

業」を主に行い、互助会においては、各種の給付・助成事業を行っています。  

 

（２） 公務災害の状況（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）（単位：件） 

労働安全衛生 

区  分 認定件数 

公務災害 ２  

通勤災害 １  

合    計 ３  

 

（３） 職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するため、労働安全衛生法等に基

づき、産業医及び衛生管理者等を選任し、定期的に衛生委員会を開催しています。  

 また、事業者責任として職員の健康状態を把握し、健康障害や疾病の早期発見を行うた

め、定期健康診断及び特定業務従事者健康診断（深夜業従事等）を実施しています。  


